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ふじえだガールズ・ミーティング活動支援業務プロポーザル方式実施要領 

 

この要領は、ふじえだガールズ・ミーティング活動支援業務の契約候補事業者を、公募型プロポ

ーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 業務目的 

  本市では、“女性に選ばれ、女性が活躍できるまち”を目指し、まちづくり活動を通して愛郷心

の醸成を図り、地域の将来を担う人づくりを進めるため、藤枝市内に在住、又は市内に通学する

女子高生・女子大生からなる「ふじえだガールズ・ミーティング」を開催している。 

本業務は、「ふじえだガールズ・ミーティングの持つ若い世代の視点や発想」を活かして、地域

の魅力の再認識とインナープロモーションを展開し、地域への愛着や地元での活躍に寄与するも

のである。 

 

２ 業務内容 

（１）業 務 名  ふじえだガールズ・ミーティング活動支援業務 

（２）業 務 内 容  仕様書のとおり 

（３）実 施 形 式  公募型プロポーザル方式 

（４）見積の上限額  1,800千円（消費税及び地方消費税含む） 

           ただし、見積の上限額が契約金額とは限らない 

（５）支 払 条 件  完了払い 

（支払方法 事業完了後、請求があった日から 30日以内に指定金融機関口

座に支払う。） 

（６）納入成果品  仕様書のとおり 

（７）履 行 期 限  仕様書のとおり 

 

３ 参加資格 

次に掲げる全ての要件を満たす事業者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項に該当する者でないこと（同

令第 167条の 11第１項において準用する場合も含む）。 

（２）地方自治法施行令第 167条の４第２項の規定に基づく藤枝市の入札参加資格基準による入 

札参加の資格制限に該当しないこと。 

（３）藤枝市の当該業務に係る業務委託の競争入札参加資格を有していること。ただし、対象業務

の特殊性などにおいて、競争入札参加有資格者以外のものが参加することもできる。 

（４）藤枝市入札参加資格停止措置要綱による入札参加停止、藤枝市工事請負契約等に係る暴力団 

及び関係者排除措置要領による指名排除を受けていないこと。 
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４ スケジュール 

内 容 期 間 

公告 令和８年４月 20日（月） 

質問提出〆切 令和８年４月 28日（火）午後５時 

質問回答掲載 令和８年４月 30日（木） 

参加申込書提出〆切 令和８年４月 20日（月）～５月１日（金）午後５時 

参加資格審査結果通知 令和８年５月８日（金） 

企画提案書提出〆切 令和８年４月 20日（月）～５月 15日（金）午後５時 

審査会 令和８年５月 19日（火） 

審査結果通知 令和８年５月 21日（木） 

見積合せ執行 令和８年５月下旬（予定） 

（契約候補事業者に別途通知） 

随意契約締結  令和８年５月下旬（予定） 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）提出期限 

令和８年４月 28日（火）午後５時 

（２）質問書の提出方法 

任意様式に記入の上、Ｅメールで提出すること。電話による質問の受付は行わない。 

（３）提出先 

藤枝市 企画創生部 企画政策課 

   Ｅメールアドレス：kikaku@city.fujieda.shizuoka.jp 

（４）質問に対する回答方法及び回答日 

令和８年４月 30日（木）に市ホームページに質問及び回答内容を掲載する。 

（５）説明会 

   本プロポーザルに関する説明会は実施しない。 

 

６ 参加申込書・企画提案書等の提出 

（１）参加申込及び資格確認に必要な提出書類（１部） 

 ア 参加申込書（第１号様式） 

  イ 返信用封筒（送付用の切手を貼付したもの）※参加資格審査結果通知書用 

（２）企画提案に必要な書類（正本１部、副本６部） 

  ア 会社概要（様式は任意）※パンフレットなど会社等の概要がわかるものを添付すること。 

  イ 同種・類似業務実績調書（第２号様式） 

  ウ 業務の実施体制調書（第３号様式） 

エ 企画提案書（様式は任意） 

※時期、会場、運営体制、実施内容を必ず記載すること。 

オ 実施スケジュール（様式は任意） 
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   ※実施から完了までの具体的な工程表を作成すること。 

    カ 見積書（明細書も添付。様式は任意） 

※消費税及び地方消費税を含む額とし、具体的経費を積算した内訳書を添付すること。 

（３）提出期限 

    参加申込書等：令和８年５月１日（金）午後５時必着 

   企画提案書等：令和８年５月 15日（金）午後５時必着 

（４）提出方法 

持参又は郵送（配達証明付き郵便書留）により提出すること。持参による提出は、土曜、日

曜、祝日を除く平日の午前８時 30分から午後５時までとする。 

（５）提出先 

   〒426-8722 藤枝市岡出山 1-11-1 藤枝市 企画創生部 企画政策課 

（６）参加資格審査結果の通知 

上記３及び６（１）の参加資格審査結果は、令和８年５月８日（金）までに、参加資格審査

結果通知書（第４号様式）で通知する。なお、参加資格に満たないと判断された事業者は、

通知をした日の翌日から起算して７日以内にその理由について書面（任意様式）にて説明を

求めることができる。回答は書面により行う。 

 

７ 候補事業者の選定 

   候補事業者の選定にあたっては、提出された企画提案書の内容、事業の実施能力等を評価、

採点する。 

（１）開催日 

   令和８年５月 19日（火）午後１時 30分～ 

（２）審査基準 

   別表 審査点数表 のとおり 

（３）審査方法 

ア 候補事業者のプレゼンテーションは行わず、提出された企画提案書の審査のみとする。 

イ 候補事業者の選定は、別表審査点数表に基づき、審査委員会の各委員の評価点の合計を加

算して順位をつけ、最も評価点の高い提案事業者を、審査委員会の合議の上、候補事業者と

して選定する。なお、評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、審査委員会の合

議により順位を決定する。 

ウ 委託業務の品質確保を図る為、候補事業者の選定にあたっての失格基準として、評価点の

合計点が 60％未満だった場合は、失格とする。 

 

８ 参加申込者の失格要件 

（１）応募資格を満たさない事業者又は契約候補事業者を決定するまでの間に資格要件を満たさな

くなった場合 

（２）応募書類に虚偽の記載をした場合 

（３）本実施要領における諸条件に違反した場合 

（４）審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 
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９ 提案書の失格要件 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）プロポーザル実施要領等で示された、提案書の提出方法、提出期限、提出先、書類作 

成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

（３）上記（１）並びに（２）に定めるもののほか、指示した条件に違反した場合 

 

10 提案書等の取扱い 

（１）提出された提案書等は、返却しない。 

（２）提案書等の作成及び提出に要する費用は、参加事業者の負担とする。 

（３）提案書の作成については、１事業者１提案とし、提案書を受け付けた後の追加及び修正は、 

原則認めないこととする。 

 

11 提案書の著作権 

（１）提案書等の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属する。 

（２）藤枝市は、プロポーザルの手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、 

  提出された提案書等の全部又は一部の複製等をすることができる。 

（３）藤枝市は、参加事業者から提出された提案書等について、藤枝市情報公開条例（平成 13 年 

条例第２号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができる。 

 

12 審査基準 

 審査項目 評価の視点 配点 

組
織
評
価 

業務執行技術力 同種、類似業務の実績等 10 

実施体制 適切な業務を提供できる実施体制か 15 

企
画
提
案
に 

対
す
る
評
価 

業務の実施手続き 業務実施手続きを示す業務フローまたは工程表等は妥当か 15 

提案の実現性 提案内容の説得性、実現性が十分であるか 15 

提案の独創性 提案内容に独創性があるか 20 

提案の有効性 提案内容が地域の魅力の再認識とインナープロモーション

につながる内容になっているか。 
20 

 見積金額 見積金額 5 

 

 

13 審査結果の通知及び公表 

審査結果は、審査を受けた事業者全員に対して、プロポーザル方式審査結果通知書（様式５）を

発送するとともに、本市ホームページに掲載する。 

公表する内容は、以下のとおりとする。 

（１）最高得点者の名称 

 （２）全参加事業者の名称 

 （３）審査項目及び配点表 
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 （４）全参加事業者の評価点 

 

14 契約の締結 

  藤枝市は契約候補事業者と協議し、企画・提案内容を反映した仕様書を調整のうえ、契約候補 

事業者と見積合せを行い、予定価格の範囲内で随意契約を締結するものとする。ただし、契約候 

補事業者が、地方自治法施行令第 167条の４第１項又は第２項の規定する者に該当することに 

なった場合は、契約を締結しない。この場合、次順位候補事業者を契約先相手方に選定する。 

 

15 契約条件 

（１）契約書の作成  要 

（２）契約保証金   免除 

 

16 その他留意事項 

本プロポーザルの応募に要する一切の費用は、参加事業者の負担とする。 

 

 

 

問い合わせ先 

藤枝市 企画創生部 企画政策課 

〒426-8722 藤枝市岡出山1-11-1 

電 話：054-643-2055 ＦＡＸ：054-643-3604 

（土・日・祝日を除く、午前８時30分から午後５時まで） 

メール：kikaku@city.fujieda.shizuoka.jp 

 

 

 

 

 

 

 


